
メディカル・カレッジ青照館学則　一部変更

新 ����旧 

(納付金) ����(納付金) 

第25条　本校の学納金は、次の通りとする。 ����第25条　本校の学納金は、次の通りとする。 

入学検定料 �20,000円 � � �入学検定料 ��20,000円 �日ま 後期 

入　学　金 �300,000円 ���入　学　金 ��300,000円 

国　　　訳 �前　期　　　　　　　後　期 ���学　納　金 �授　業　料 �600,000円 

子細　全∴i疲∴菜　料 �300,000口　　　二)00,000il」 ����実験実習費 �250,000円 

実験実習費 �し　00.000=　　100.()00上」 ����施設充実費 �200,000円 

施,設允実質 �250,00(月当 ����董 �l,050,000円 

計(′芦掴企及台地没充実費) �上0う0、000門 ���2　授業料は年額を、新たな学年の初日から30 

2　′洛層‡及び施設充実費は年額を、新たな学年の初 

日から30日までに納入しなければならない。 ����でに納入しなければならない。 

3　字納金の分割納入を希望する者は願出により、前 ����3　分割納入を希望する者は願出により、前期、 

期、後期に分割して納入することができる。後期の納入 ����に分割して納入することができる。後期の納入期日は、 

期日は、後期の開始日とする。 ����後期の開始日とする。 

4　新入生の入学金は、本校が指定した期日までに納 ����4　新入生の入学金は、本校が指定した期日までに納 

入しなければならない。また、入学金の分割納入は認め ����入しなければならない。また、入学金の分割納入は認 

られない。 ����められない。 

5　既納の入学検定料、入学金は、いかなる事情があっ ����5　既納の入学検定料、入学金は、いかなる事情があ 

ても返還しない。 ����っても返還しない。 

(休学の場合の納付金) ����(休学の場合の納付金) 

第27条　学生が休学を許可され、又は休学を命ぜら ����第27条　学生が休学を許可され、又は休学を命ぜら 

れた場合においても、休守当期の′、瑠年金及び施一設充実 ����れた場合においても、休学当期及び復学当期の納付金 

生を納めなければならない。 ����を納めなければならない。 

(退学、停学の場合の納付金) ����(退学、停学の場合の納付金) 

第28条　学生が退学を許可され、又は退学を命ぜら ����第28条　学生が退学を許可され、又は退学を命ぜら 

れた場合は、その′予期の字納金及び胸設充実費は納め ����れた場合は、その学年の納付金は納めなければならな い。 2停学を命ぜられた場合においても、その期間中の 

なければならない。 

2　停学を命ぜられた場合においても、その期間中の 

納付金は納めなければならない。 ����納付金は納めなければならない。 



熊本駅前看護リハビリテーション学院学則　一部変更

新 �旧 

(休学の場合の納付金) �(休学の場合の納付金) 

第30条　学生が休学を許可され、又は休学を �第30条　学生が休学を許可され、又は休学を 

命せられた場合においても、休′、予当期の宰納金 �命ぜられた場合においても、休学当期及び復学 

及び施設充実費を納めなければならない。 �当期の納付金を納めなければならない。 

(退学、停学の場合の納付金) �(退学、停学の場合の納付金) 

第31条　学生が退学を許可され、又は退学を �第31条　学生が退学を許可され、又は退学を 

命ぜられた場合は、その′予期の′、瑠昭‡及び槌設 �命ぜられた場合は、その学年の納付金は納めな 

充実費は納めなければならない。 �ければならない。 

2　停学を命せられた場合においても、その期 �2　停学を命ぜられた場合においても、その期 

間中の納付金は納めなければならない。 �間中の納付金は納めなければならない。 

学納金その他諸納付金規程　一部変更

新 �(納付金) 

第2条　本校の納付金は、次のとおりとする。 

学　　　科 ���看護学科 ���理学療法学科・作業療法学科 　言語聴覚療法学科 ��� 

入学検定料 ���20,000円 

入　学　金 ���200,000円 ���300,000円 

′’雷神金 �申　　　訳 ��前∴期 ��役∴期 �高∴期 ��後　的」 
技∴業　料 ��20し上00(月しI ��200,0し)0口 �こう00.00(月当 ��こう0(主00し月= 

実験実習費 ��75,000「= ��75、000Iリ �10(上000口 ��100,00(川口 

施設充実雄 ���170,00(川口 ���250,000用 

詰(’半納金及び¥施謹充実賞) ���720,000円 ���1,050,000円 

旧 �(納付金) 

第2条　本校の納付金は、次のとおりとする。 

学　　科 ����看護学科 ���理学療法学科・作業療法学科 　言語聴覚療法学科 �� 

入学検定料 ����20,000円 

入　学　金 ����200,000円 ���300,000円 

学納金 ��授　業　料 ��400,000円 ���600,000円 
実験実習費 ��170,000円 ���250,000円 

施設充実費 ��150,000円 ���200,000円 

宣 ��720,000円 ���1,050,000円 


